
 
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）
 

        

目
 
 
次
 

  
条
 
例
 

○
福
島
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
 

 
規
 
則
 

○
福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二
 

 

条
 
 
例
 

 
 福

島
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
 

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

福
島
県
条
例
第
四
十
八
号
 

福
島
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 

福
島
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
島
県
条
例
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

第
四
十
条
第
九
項
中
「
（
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
が
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法

（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
附
則
第
九
条
第
一
項
又
は
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行

う
旧
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
七
号
イ

の
事
業
又
は
旧
農
用
地
整
備
公
団
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号

イ
の
事
業
を
含
む
。
第
四
十
条
の
十
八
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
る
。
 

第
六
十
九
条
第
五
項
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
（
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総

合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
」
に
、
「
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活

及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
」
に
、
「
第
一
条
第
三
号
」
を
「
第
一
条

の
二
第
三
号
」
に
改
め
る
。
 

附
則
第
五
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ウ
中
「
第
十
条
の
三
の
二
」
を
「
第
十
条
の
三
の
三
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
八
条
第
三
項
中
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
」

に
、
「
附
則
第
九
条
第
十
一
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
十
項
」
に
改
め
る
。
 

附
則
第
九
条
第
一
項
中
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」

に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
附
則
第
七
条
第
十
五
項
」
を
「
附
則
第
七
条
第
十
三
項
」
に
、
「
平
成
二

十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
附
則
第

七
条
第
十
六
項
」
を
「
附
則
第
七
条
第
十
四
項
」
に
、
「
附
則
第
七
条
第
十
七
項
」
を
「
附
則
第
七
条

第
十
五
項
」
に
改
め
、
「
食
品
の
製
造
過
程
の
管
理
の
高
度
化
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
（
平
成
十
年
法

律
第
五
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
若
し
く
は
」
を
削
り
、
「
附
則
第
七
条
第
十
八
項
」
を
「
附
則
第
七

条
第
十
六
項
」
に
、
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平

成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
を
削
り
、
同
条
第
八
項
中
「
附
則
第

七
条
第
十
九
項
」
を
「
附
則
第
七
条
第
十
七
項
」
に
、
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成

二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
附
則
第
七
条
第
二
十
項
」
を
「
附
則
第
七
条
第
十
八
項
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。
 

８
 
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
（
平
成
六
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
特
例
事

業
者
が
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約
（
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
契
約
の

う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
不
動
産
取
引
の
目
的
と
な
る
不
動
産
で
次
に
掲
げ
る
 

も
の
を
取
得
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標

準
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限

り
、
当
該
不
動
産
の
価
格
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る
。
 

一
 
建
替
え
（
建
替
え
が
必
要
な
家
屋
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
の
当
該
建
替
え
に
限
る
。
）
そ

の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
行
為
に
よ
り
家
屋
（
都
市
機
能
の
向
上
に
資
す
る
家
屋
と
し
て
政
令
で

定
め
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
家
屋
」
と
い
う
。
）
の
新
築
を
す
る
場
合

に
お
い
て
、
当
該
特
定
家
屋
の
敷
地
の
用
に
供
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
土
地
 

二
 
前
号
に
掲
げ
る
土
地
を
敷
地
と
す
る
同
号
の
建
替
え
が
必
要
な
家
屋
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も

の
 

三
 
第
一
号
に
掲
げ
る
土
地
の
上
に
新
築
さ
れ
る
特
定
家
屋
 

四
 
特
定
家
屋
と
す
る
た
め
に
増
築
、
改
築
、
修
繕
又
は
模
様
替
を
す
る
こ
と
が
必
要
な
家
屋
と
し

て
政
令
で
定
め
る
も
の
 

五
 
前
号
に
掲
げ
る
家
屋
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
 

附
則
第
九
条
の
四
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
七
年

三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。
 

附
則
第
十
条
の
二
の
六
第
七
項
中
「
次
に
掲
げ
る
ト
ラ
ッ
ク
」
を
「
次
に
掲
げ
る
自
動
車
」
に
改
め
、

「
第
一
号
」
の
下
に
「
に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
車
両
総
重
量
が
十
二
ト
ン
を
超
え
る
も
の
、
第
二
号
」

を
加
え
、
「
第
二
号
」
を
「
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
附
則
第
四
条
の
六
第
八
項
」
を
「
附

則
第
四
条
の
六
第
十
一
項
」
に
、
「
附
則
第
四
条
の
六
第
九
項
」
を
「
附
則
第
四
条
の
六
第
十
項
」
に

改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
中
「
附
則
第
四
条
の
六
第
八
項
」
を
「
附
則
第
四
条

の
六
第
十
一
項
」
に
、
「
制
動
装
置
に
係
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の
技
術
基

準
（
次
号
に
お
い
て
「
制
動
装
置
保
安
基
準
」
と
い
う
。
）
」
を
「
制
動
装
置
保
安
基
準
」
に
、
「
附

則
第
四
条
の
六
第
九
項
」
を
「
附
則
第
四
条
の
六
第
十
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同

号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
 

一
 
車
両
総
重
量
が
五
ト
ン
を
超
え
る
乗
用
車
（
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
六
第
八
項
で
定
め
る
も

の
に
限
る
。
）
又
は
バ
ス
（
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
六
第
九
項
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
で

あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
七
日
以
降
に
 

適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
制
動
装
置
に
係
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
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環
境
保
全
上
の
技
術
基
準
（
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
制
動
装
置
保
安
基
準
」
と
い
う
。
）

で
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
六
第
十
項
で
定
め
る
も
の
に
適
合
す
る
も
の
 

附
則
第
十
条
の
二
の
六
第
八
項
中
「
附
則
第
四
条
の
六
第
十
項
」
を
「
附
則
第
四
条
の
六
第
十
二
項
」

に
改
め
る
。
 

附
則
第
十
三
条
中
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改

め
る
。
 附

 
則
 

（
施
行
期
日
）
 

第
一
条
 
こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

改
正
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

一
 
附
則
第
八
条
第
三
項
の
改
正
規
定
（
「
附
則
第
九
条
第
十
一
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
十
項
」

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
附
則
第
九
条
第
五
項
の
改
正
規
定
（
「
附
則
第
七
条
第
十
五
項
」

を
「
附
則
第
七
条
第
十
三
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
条
第
六
項
の
改
正
規
定
（
「
附

則
第
七
条
第
十
六
項
」
を
「
附
則
第
七
条
第
十
四
項
」
に
改
め
る
部
分
、
「
附
則
第
七
条
第
十
七

項
」
を
「
附
則
第
七
条
第
十
五
項
」
に
改
め
る
部
分
及
び
「
附
則
第
七
条
第
十
八
項
」
を
「
附
則

第
七
条
第
十
六
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
同
条
第
八
項
の
改
正
規
定
（
「
附
則
第
七

条
第
十
九
項
」
を
「
附
則
第
七
条
第
十
七
項
」
に
改
め
る
部
分
及
び
「
附
則
第
七
条
第
二
十
項
」

を
「
附
則
第
七
条
第
十
八
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
 
公
布
の
日
 

二
 
附
則
第
五
条
の
四
の
改
正
規
定
 
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
二
十
五
年
法
律
第
 
 
 
号
）
の
施
行
の
日
 

三
 
附
則
第
九
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
 
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
 
 
 
号
）
の
施
行
の
日
 

（
個
人
の
県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）
 

第
二
条
 
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
改
正
後
の
福
島
県
税
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い

う
。
）
の
規
定
中
個
人
の
県
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
平
成
二
十
五
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
 

県
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
四
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。
 

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）
 

第
三
条
 
新
条
例
の
規
定
中
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
以
後
の
不

動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
不
動
産
の
取
得
に

対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）
 

第
四
条
 
新
条
例
附
則
第
十
条
の
二
の
六
の
規
定
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
以
後
の
自
動
車
の
取

得
に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課

す
る
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

（
税
 
務
 
課
）
 

 
福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
 

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

福
島
県
規
則
第
四
十
六
号
 

福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
 

福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
福
島
県
規
則
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。
 

第
百
二
十
二
条
の
二
第
二
項
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
（
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生

活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
」
に
、
「
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
」
を
「
障
害
者
の
日

常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
」
に
、「
第
一
条
第
三
号
」
を
「
第

一
条
の
二
第
三
号
」
に
改
め
る
。
 

第
百
四
十
一
条
第
一
項
中
「
生
活
交
通
路
線
維
持
費
補
助
金
」
を
「
被
災
地
域
地
域
間
幹
線
系
統
確

保
維
持
費
補
助
金
」
に
改
め
る
。
 

第
百
二
十
七
号
の
四
様
式
備
考
１
注
(4)
中
「
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」
を
「
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」
に
改
め
る
。
 

附
 
則
 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

（
税
 
務
 
課
）
 

                      

生
活
交
通
路
線
維
持
費
補
助
金

被
災
地
域
地
域

間
幹
線
系
統
確
保
維
持
費
補
助
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